
　

市
で
は
、町
ぐ
る
み
健
診
と
し
て
特
定

健
診
、各
種
が
ん
検
診
な
ど
を
実
施
し
て

い
ま
す
。
し
か
し
、受
診
率
は
県
平
均
を

大
き
く
下
回
っ
て
い
る
状
況
で
す
。

　
町
ぐ
る
み
健
診
の
受
診
率
向
上
を
図
る

と
と
も
に
、
市
民
の
皆
さ
ま
の
健
康
的

な
生
活
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
的
に
、

市
と
協
力
し
て
健
診
の
普
及
·
啓
発
活
動

に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
け
る
企
業
·
団
体

を
募
集
し
ま
す
。

▼
対
象　
町
ぐ
る
み
健
診
の
普
及
啓
発
に

意
欲
が
あ
り
、市
内
で
営
業
活
動
や
事

業
を
行
う
企
業・団
体

▼
活
動
内
容

　

健
診
の
広
報
、受
診
啓
発
、そ
の
他

市
民
の
健
康
保
持
・
増
進
の
た
め
の
事

業
の
連
携

▼
申
請
方
法

　

市
役
所
3
階
医
療
保
険
課
、市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る
申
込
書
に
必
要
事
項

を
明
記
し
、提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問・申
請
(市)
医
療
保
険
課

　
　
　  

国
民
健
康
保
険
係

「
町
ぐ
る
み
健
診
推
進
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
」

の
締
結
企
業・団
体
を
募
集

募集

▲ ホームページ
　はこちら

福
祉
医
療
費
受
給
者
証
を
7
月
1
日
に
更
新

健康・
医療

　
現
在
、高
齢
期
移
行
・
乳
幼
児
等
医
療
・

母
子
家
庭
等
医
療・重
度
障
害
者
医
療・高

齢
重
度
障
害
者
医
療
の
助
成
を
受
け
て
い

る
方
の
各
福
祉
医
療
費
受
給
者
証
は
6
月

30
日
㈬
で
有
効
期
間
が
終
了
し
ま
す
。

7
月
か
ら
の
受
給
者
証
は
、令
和
2
年

中
の
所
得
に
よ
り
判
定
し（
乳
幼
児
等
医

療
は
所
得
制
限
な
し
）、対
象
と
な
る
方
に

は
新
し
い
受
給
者
証
を
6
月
下
旬
に
郵
送

し
ま
す
。
受
給
資
格
が
な
く
な
る
方
や
申

請
な
ど
が
必
要
な
方
に
は
通
知
し
ま
す
。

　

な
お
、今
年
4
月
15
日
ま
で
に
市
県
民

税
の
申
告
が
で
き
な
か
っ
た
方
に
は
、受
給

者
証
の
発
行
が
遅
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
場
合
は
、後
日
、払
い
戻
し
ま
す
の

で
、領
収
書
、印
鑑
、振
込
先
の
分
か
る
書

類
を
用
意
の
上
、申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
ま
た
、70
〜
74
歳
の
方
が
医
療
機
関
で

の
窓
口
負
担
の
軽
減
を
受
け
る
に
は
、高

齢
受
給
者
証
の
提
示
が
必
要
で
す
。

問・申
請
(市)
医
療
保
険
課
福
祉
医
療
係

起
業・第
二
創
業
を
め
ざ
す
方
を
支
援

起業家
支援

▲ ホームページ
　はこちら

空
き
店
舗
へ
の
出
店
や
既
存
店
の
魅
力
向
上
を
支
援

事業者
支援

　
市
内
の
空
き
店
舗
を
活
用
し
て
商
売
な

ど
を
展
開
す
る
事
業（
チ
ャ
レ
ン
ジ
シ
ョ
ッ

プ
）や
、既
存
店
舗
の
魅
力
向
上
や
感
染
防

止
対
策
に
努
め
る
事
業〔
市
内
既
存
店（
商

店
）魅
力
向
上
支
援
事
業
〕に
対
し
て
費
用

の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

チ
ャ
レ
ン
ジ
シ
ョ
ッ
プ

▼
対
象
者　
新
規
出
店
希
望
者

▼
募
集
期
間

6
月
25
日
㈮
ま
で

▼
助
成
内
容　
家
賃
補
助（
家
賃
の
2
分

の
1
以
内
、上
限
月
額
7
万
円
）

▼
助
成
期
間　
最
長
12
カ
月
間

市
内
既
存
店（
商
店
）魅
力
向
上
支
援
事
業

▼
対
象
者　
既
存
場
所
で
3
年
以
上
継
続

し
て
事
業
を
営
む
方（
感
染
防
止
対
策

の
場
合
は
1
年
以
上
）な
ど

▼
募
集
期
間
令
和
4
年
1
月
14
日
㈮
ま
で

▼
助
成
内
容　
改
装・備
品
費
助
成〔
対
象

経
費
の
3
分
の
2
以
内
・
上
限
20
万
円

（
感
染
防
止
対
策
の
場
合
は
、対
象
経

費
の
4
分
の
3
以
内
・
上
限
10
万
円
）〕

問・申
請
商
店
街
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
事
業
推
進
委
員
会

·
三
木
商
工
会
議
所
　

　
　
☎
8
2ｰ

3
1
9
0

·
三
木
市
商
店
街
連
合
会

　
　
☎
8
3ｰ

3
3
7
7

·
(市)
商
工
振
興
課
商
業
労
政
係
　

は
か
り
の
定
期
検
査
を
実
施

消費
生活

　
計
量
法
の
規
定
に
基
づ
き
、吉
川
町
区

域
に
お
い
て
、は
か
り
を
取
引
や
証
明
に

使
用
し
て
い
る
店
舗
、事
業
所
な
ど
へ
訪

問
し
て
検
査
を
実
施
し
ま
す
。

▼
実
施
期
間

6
月
15
日
㈫
〜
18
日
㈮

▼
検
査
実
施
機
関　
（
一
社
）兵
庫
県
計
量

協
会

問
(市)
商
工
振
興
課
商
業
労
政
係

　
事
業
の
立
ち
上
げ
な
ど
に
必
要
な
経
費

の
一
部
を
補
助
し
、起
業
し
や
す
い
環
境

の
整
備
を
支
援
し
ま
す
。

▼
対
象（
全
て
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
）

·
起
業
ま
た
は
第
二
創
業
を
す
る
日
に

お
い
て
、市
内
に
住
所
お
よ
び
主
た

る
事
業
所
が
あ
る
個
人
ま
た
は
法
人

·
補
助
金
の
交
付
決
定
を
受
け
た
日
か

ら
5
年
以
上
継
続
し
て
事
業
を
営
む

意
思
が
あ
る

·
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い

·
過
去
に
同
じ
補
助
金
を
受
け
て
い
な

い

▼
募
集
数　

女
性
枠
2
件
、若
手
枠（
35

歳
未
満
）1
件
、一
般
枠
1
件

▼
補
助
内
容　
補
助
対
象
経
費
の
2
分
の

1（
上
限
50
万
円
）。

　

さ
ら
に
、事
業
に
使
用
す
る
た
め
に

空
き
家
を
改
修
し
た
場
合
は
、当
該
費

用
の
２
分
の
１
に
相
当
す
る
額
を
補
助

金
額
に
加
算（
上
限
50
万
円
）。

▼
補
助
対
象
経
費　
事
務
所
の
賃
料
、備

品
購
入
費
、広
告
宣
伝
費
、空
き
家
改

修
費
※
な
ど
市
が
認
め
る
も
の

　
※
6
カ
月
以
上
居
住
な
ど
の
使
用
が
な

い
も
の
な
ど
条
件
あ
り（
空
き
家
バ
ン

ク
に
登
録
さ
れ
て
い
る
物
件
は
不
問
）。

▼
募
集
期
間

6
月
11
日
㈮
〜
7
月
9
日

㈮
▼
申
請
方
法　

市
役
所
2
階
商
工
振
興

課
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る
申
請
書
に

必
要
事
項
を
明
記
し
、窓
口
へ
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
な
お
、申
請
書
類
の
作
成
に

あ
た
っ
て
は
、三
木
市
中
小
企
業
サ
ポ
ー

ト
セ
ン
タ
ー
の
指
導・
助
言
を
必
ず
受
け

て
く
だ
さ
い
。

問・申
請
(市)
商
工
振
興
課
中
小
企
業
振
興
係

認
知
症
カ
フ
ェ
活
動
に
補
助
金
を
交
付

認知症
　
認
知
症
の
方
や
そ
の
家
族
が
住
み
慣
れ

た
地
域
の
中
で
安
心
し
て
生
活
で
き
る
よ

う
、住
民
が
主
体
的
に
運
営
す
る
認
知
症

カ
フ
ェ
※
に
対
し
て
、運
営
に
必
要
な
費

用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

※
誰
も
が
気
軽
に
参
加
で
き
、認
知
症
や

介
護
に
関
す
る
相
談
、情
報
交
換
な
ど

を
行
え
る
交
流
の
場

▼
対
象
団
体（
次
の
全
て
を
満
た
す
こ
と
）

·
市
を
拠
点
と
す
る
団
体
で
、5
名
以
上

で
構
成
し
、半
数
以
上
が
市
内
在
住

·
構
成
員
に
認
知
症
の
方
の
介
護
経
験

が
あ
る
人
な
ど
が
1
名
以
上
在
籍
し

て
い
る

·
月
1
回
・
1
時
間
以
上
活
動
し
て
い

る
·
市
か
ら
他
の
委
託
料
や
補
助
金
を
受

け
て
い
な
い　
な
ど

▼
補
助
内
容

·
基
礎
補
助
額

　
　
上
限
4
8
，
０
０
０
円
／
年

·
利
用
者
数
加
算

　
　
10
〜
20
人
未
満　
5
0
0
円
／
月

　
　
20
人
以
上　
1
，
０
０
０
円
／
月

·
開
催
回
数
加
算

　
　
月
2
回
以
上　
5
0
0
円
／
月

▼
受
付
期
限

6
月
30
日
㈬

▼
申
請
方
法

市
役
所
3
階
介
護
保
険

課
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る
募
集
要

項
を
確
認
し
、必
要
書
類
を
窓
口
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

問・申
請  

(市)
介
護
保
険
課
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー

▲ ホームページ
　はこちら

人
権
の
目

募
　
　
集

相
　
　
談

健
　
　
康

み
っ
き
ぃ
ナ
ビ

子
育
て

教
室・講
座

教
室・講
座

催
　
　
し

施
　
　
設

く
ら
し
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